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泉南市公告第２９号      
 

一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施

行令」という。）第１６７条の６の規定により公告します。 

 
令和３年４月１４日 

 
泉南市長 竹中 勇人    

 
１． 入札に付する事項 

（１） 件名 
     泉南市立小中学校教職員用ノートパソコン購入 

（２）物品名及び数量 

仕様書に定めるとおり。 

（３）納入場所 

 仕様書に定めるとおり。 

（４）納入期限 

仕様書に定めるとおり。 

２． 入札参加形態 

単体企業によるものとする。 
３． 入札に参加する者に必要な資格 

入札参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

(1) 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 公告の日において令和３年度の泉南市物品関係入札等参加資格を有しており、その参加資格申

請の際の希望業種（第１希望、第２希望は問わない）を、 

○ 大品目「６０.事務機器事務用品関係」かつ小品目「０３０.ＯＡ機器ハード」 

○ 大品目「１２０．電気・特機製品関係」かつ小品目「０１０．家電製品」 

○ 大品目「２１０．大規模小売業」かつ小品目「０２０家電量販店」 

のいずれかとしていること。 

(3) 市内業者以外の者にあっては、平成３１年４月１日から公告の日までの間に引渡しが完了して

いる契約であって、国または地方公共団体との間にパソコンを２００台以上納入した実績が１件

以上あること。市内業者については実績は求めない。 

 参考：市内業者とは、令和３年度の泉南市物品関係入札等参加資格で市内業者としての資格を有

している者をいう。 

(4) 公告の日から入札執行日までの間のいずれの日においても、泉南市建設工事等指名停止要綱

（平成15年7月28日制定）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

(5) 公告の日から入札執行日までの間のいずれの日においても、泉南市暴力団等排除措置要綱（平

成22年10月13日制定）に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号。）第１７条第１項若しくは第２項の規定による更生手続

開始の申立てをしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、

同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１９９条第１項の
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更生計画の認可の決定があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生

手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。  

 (7) 民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又

は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を

受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあって

は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。  

４． 入札参加資格審査申請  

(1) 入札に参加しようとする者は、所定の期日までに次の書類（以下「申請書類等」という。）を

提出し、本市の制限付一般競争入札参加資格の審査を受けなければならない。  

○ 泉南市制限付一般競争入札参加資格審査申請書  

○ 実績に関する調書 

○ 質疑回答等の連絡先に関する調書 

○ ３７４円分の切手を貼付した長形３号の封筒（資格審査結果通知用） 

(2) 申請書類等は、本市指定の様式を使用し、提出期間内に持参又は郵便により提出すること。郵

便により提出する場合は、記録の残る方法により、提出期間内に必着することを条件とする。ま

た、郵送時には必ず電話で契約検査課まで連絡を行うこと。 

(3) 提出された申請書類等は返却しない。  

５． 申請書類等の用紙交付及び提出の期間 ・場所  

(1) 交付及び提出期間 令和３年４月１４日(水)から令和３年４月２３日(金)まで 

午前１０時から午後４時まで 

（土、日、祝日および正午から午後１時までを除く） 

(2) 交付及び提出場所（連絡先） 

〒５９０－０５９２ 泉南市樽井一丁目１番１号  

泉南市 総務部 契約検査課（本庁舎２階） 

           電話番号 ０７２－４８３－０００６（直通） 

  なお、交付する申請書類等及びその他入札参加に必要となる書類は、期間中に市ホームページ

からダウンロード可能。 

６． 入札参加資格の審査及び通知 

申請書類等を審査した結果については、入札参加資格の有無にかかわらず、入札参加資格確認 

通知書（資格なしとした場合はその理由を付して）を令和３年４月２７日（火）に電子メールに

て送信するとともに、速達郵便でも発送する。 

７． 仕様書等に関する質疑及び回答  

(1) 仕様書等に関する質疑がある場合は、指定された様式（質疑書）で作成し、電子メールで送信

すること。 

① 質疑受付期間  令和３年４月１４日（水）～令和３年４月２３日(金) 正午まで 

② 送信先    泉南市教育部指導課 

③ e-mail      sidou@city.sennan.lg.jp 

④ 着信確認  電子メール送信後、必ず電話で連絡を取ること。電話による着信確認を

行わなかった場合、質疑は無かったものとして取り扱う。 

電話番号 ０７２－４８３－３６７３（直通） 
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(2) 全ての質疑と回答をとりまとめ、令和３年４月２７日(火) 午前１０時頃、入札参加資格を有

すると認めた申請者全てに対して、質疑回答等の連絡先に関する調書に記載している連絡先へ

電子メールで送信する。 

回答は泉南市総務部契約検査課窓口においても閲覧に供する。 

 回答書閲覧期間  令和３年４月２７日（火）から令和４年５月６日（木）まで 

午前１０時から午後４時まで 

（土、日、祝日および正午から午後１時までを除く） 

８． 入札に参加できない者 

(1) 本件の入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者  

(2) 入札参加資格確認通知書の交付後、入札までの間に本市の指名停止等を受けた者  

９． 入札保証金に関する事項  

免除  

ただし、落札者が当市指定の期限までに契約を締結しないときは、落札金額の１００分の３ に

相当する額の違約金を徴収する。  

１０． 契約条項を示す場所及び期間  

泉南市財務規則（昭和59年 規則第4号）、泉南市建設工事等指名停止要綱（平成15年制定）、

泉南市暴力団等排除措置要綱（平成22年制定）等については、泉南市総務部契約検査課において

公告の日から入札の日までの期間、閲覧することができる。  

１１． 入札方法  

(1) 郵送、電送による入札は認めない。 

(2) 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

(3) 入札回数は、３回を限度とする。入札書は入札場所にて配布する。 

(4) 本入札については、最低制限価格を設けない。 

(5) 入札当日、入札要領、入札要項の提出を要する。また、入札参加資格確認通知書を提示するこ

と。 

１２． 予定価格の公表（事後公表）  

落札者決定後に公表する。  

１３． 入札の日時及び場所  

(1) 入札執行日     令和３年５月７日(金) 午前１１時００分  

(2) 入札執行場所    泉南市樽井一丁目１番１号 
               泉南市役所本庁２階大会議室 

１４． 落札者の決定に関する留意事項  

(1) 入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき価格の入札を行った者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。 

(3) 市長は、入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認めたときは、落札者の決定を保留

することができる。 

１５． 入札の無効 
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本公告に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、並びに入

札要領及び入札要項において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点において

入札に参加する資格のない者のした入札は、無効とする。 

１６． 入札の中止等 

入札前に天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期または中止する場合

がある。 

１７． 契約保証金に関する事項  

落札者は、本市との仮契約（令和３年５月１４日（金）を予定）の締結前に、落札金額の１０

０分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかに

該当する場合は、契約保証金を免除することができる。 

(1) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を填補する履行保証保険契約を締結した場合。 

(2) 落札者が過去２年間の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を複数回にわたって履行した実績があり、実績を記載した契約保証金免除申請書を提出し本市

が承認した場合。 

１８． 契約の締結 

(1) 契約書の作成を要する。 

(2) 落札者は、落札決定後、指定した日（令和３年５月１４日（金）を予定）までに仮契約を締結

しなければならない。期間内に契約を締結しない場合は、落札者としての権利を失う。 

(3) 本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年泉南市条

例第12条）第３条の規定に該当するため、議会の議決を経るまでは仮契約とし、議会の議決がな

されたときに本契約として成立する。 

なお、泉南市議会の議決を得るまでの仮契約期間中に泉南市建設工事等指名停止要綱または泉

南市暴力団等排除措置要綱に該当する行為があったとき、本市は当該仮契約を解除することがで

きるものとする。この場合、当市は一切の責を負わない。 

１９． 支払条件 

納入検査合格後、契約者からの請求により一括で支払う。 

２０． 契約不適合の担保期間 

泉南市が不適合を知ったときから１年 

２１． その他 

入札参加者は、仕様書等を熟読し、地方自治法、同法施行令、泉南市財務規則、入札要領、入

札要項等を遵守すること。  

２２． 問合せ先 

（事業に関すること） 

泉南市教育部指導課（本庁舎１階） 

電話 ０７２－４８３－３６７３（直通） 

（入札に関すること） 

泉南市樽井一丁目１番１号  

泉南市 総務部 契約検査課（本庁舎２階） 

電話 ０７２－４８３－０００６（直通） 


